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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶

予
（
若
年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納

付
特
例
）
制
度
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全

額
納
め
た
と
き
よ
り
も
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

額
を
増
や
す
た
め
、
承
認
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
（
追
納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度

目
以
降
に
追
納
さ
れ
る
と
、
当
時

の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、

保
険
料
追
納
申
込
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
請
先

○
新
居
浜
年
金
事
務
所

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
３
５

－

１
３
６
２

○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

年
金
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
８
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

経
済
的
、
社
会
的
な
環
境
の
変

化
が
原
因
で
、
業
況
の
一
時
的
な

悪
化
が
み
ら
れ
る
中
小
企
業
の
資

金
繰
り
を
支
援
す
る
た
め
、
各
種

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
信
用
保
証
協
会
】

　

景
気
対
応
緊
急
保
証
を
中
心
に

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
保
証

制
度
で
、
融
資
の
保
証
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
小
企
業
金

融
円
滑
化
法
に
基
づ
い
て
金
融
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
、
貸
付
条
件

の
変
更
な
ど
、
返
済
負
担
の
軽
減

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

愛
媛
県
信
用
保
証
協
会

　

新
居
浜
支
所

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

３
３

－

８
２
８
２

【
日
本
政
策
金
融
公
庫
】

　

長
期
固
定
の
低
金
利
で
融
資
が

受
け
ら
れ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
貸
付
（
経
営
環
境
変
化
資
金
）

の
ほ
か
、
政
府
の
経
済
対
策
に
よ

る
設
備
資
金
の
利
率
が
有
利
な
制

度
な
ど
で
、
業
況
の
回
復
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

日
本
政
策
金
融
公
庫

　

新
居
浜
支
店　

国
民
生
活
事
業

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

３
３

－

９
１
０
１

【
西
条
市
の
資
金
融
資
制
度
】

　

地
元
の
中
小
企
業
者
の
経
営
支

援
を
目
的
に
、
市
で
は
「
中
小
企

業
振
興
資
金
融
資
制
度
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
信
用
保
証
協
会
の

保
証
付
融
資
制
度
で
、
地
元
金
融

機
関
の
協
力
の
下
、
融
資
利
率
を

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
基
準
金
利

マ
イ
ナ
ス
０
・
９
％
と
い
う
低
利

率
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

■
対
象

　

市
内
で
１
年
以
上
事
業
を
営
ん

で
い
る
個
人
ま
た
は
法
人
の
中
小

企
業
者
等
で
、
市
税
を
完
納
し
て

い
る
方

■
資
金
の
使
途

　

運
転
資
金
・
設
備
資
金

■
融
資
額　

５
０
０
万
円
以
内

■
貸
付
期
間　

５
年
間

■
取
扱
金
融
機
関

　

伊
予
銀
行
、
愛
媛
銀
行
、
東
予

信
用
金
庫
、
愛
媛
信
用
金
庫
、

百
十
四
銀
行
、
香
川
銀
行
、
広
島

銀
行

※
信
用
保
証
料
補
助
な
ど
の
優
遇

　

が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
商
工
労
政
課

　

中
小
企
業
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
０

○
西
条
商
工
会
議
所
本
所

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

２
２
０
０

免
除
・
猶
予
制
度
を
受
け
て
い
る
方
へ

国
民
年
金
保
険
料
の

追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

資
金
繰
り
で
お
困
り
の

中
小
企
業
を
応
援
し
ま
す

問合せ　市庁舎本館危機管理課　危機管理係　℡0897－52－1283　　　主催　西条市、西条市連合自治会

９月12日㈰
８時28分～11時30分

小松小学校
（対象地区：小松町全域）

・避難訓練　　　・初期消火訓練　　・仮設トイレ設置訓練
・救出搬送訓練　・土のう作成訓練　・災害ボランティア参加訓練
・応急救護訓練　・避難所開設訓練　・炊き出し訓練　ほか
【体験・展示コーナー】
　起震車、煙ハウス、特殊車両の紹介、防災グッズ展示
　関係機関による啓発・展示など

注意事項
○参加される方は避難を想定して、なるべく徒歩・自転車などでお越しください。
○雨天の場合は中止します。

西条市総合防災訓練を実施します

訓練内容日　時

場　所

※東消防署管内の西条市総合防災訓練は、12月
　５日㈰に西条西中学校で実施する予定です。
　詳細は、12月号の広報紙でお知らせします。

　今世紀前半の発生が予想される南海地震などに備え、自治会や自主防災会を中心とした
総合防災訓練（西消防署管内）を実施します。皆さんぜひ、参加・体験してください。


